
船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月２０日 １０時１３分ごろ 

発生場所 広島県呉市音戸
お ん ど

瀬戸 

音戸灯台から真方位０８７°２００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１２.０′ 東経１３２°３２.３′） 

事故の概要 貨物船第十五八
や

幡
はた

丸は、南東進中、また、漁船潤
じゅん

好
こう

丸はかき
．．

筏２

台をえい
．．

航して北進中、第十五八幡丸と潤好丸のかき
．．

筏１台とが衝突

した。 

事故調査の経過 令和３年８月２６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第十五八幡丸、４９８トン 

   １４３３７９、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、塩月海運有限会社、株式会社邑本興産 

Ｂ 漁船 潤好丸、１２トン 

   ＨＳ２－３３２７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

かき
．．

筏 １台に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北流約２～４ノッ

ト（kn） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが、Ｂ船が音戸瀬戸

（以下「本件水道」という。）を北進しているのをライブカメラによ

り認めた際、Ｂ船が小型船なので無難に左舷対左舷で通過できるもの

と思い、約７knの速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により本

件水道北口に向け南東進した。 

 船長Ａは、Ｂ船を船首方至近に認めた後、Ｂ船が２台のかき
．．

筏をえ
．

い
．
航していることに気付き、機関を後進にかけたものの、Ａ船の船首

部が、Ｂ船のかき
．．

筏１台と衝突した。 

 船長Ａは、衝突直前まで、Ｂ船がかき
．．

筏をえい
．．

航していることに気

付いていなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件水道を、かき
．．

筏２台をえい
．．

航中、かき
．．

筏が潮流で右方に圧流されて、本件水道の中央より左寄り



を約５knの速力で手動操舵により北進した。 

 船長Ｂは、これまでは他船が、かき
．．

筏をえい
．．

航中のＢ船が本件水道

を通過するまで待機していたので、本事故時も待機してくれると思っ

ていた。 

船長Ｂは、針路及び速力を保持して航行中、左舷船首方から接近す

るＡ船に気付いて右舵を取ったものの、Ｂ船のかき
．．

筏１台がＡ船と衝

突した。 

分析  Ａ船は、本件水道北口に向け南東進中、船長Ａが、Ｂ船がかき
．．

筏を

えい
．．

航していることに気付かず、小型船であるＢ船を本件水道内でも

左舷対左舷で通航できると思い、航行を続けていたことから、Ｂ船の

かき
．．

筏に衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、衝突直前まで、Ｂ船がかき
．．

筏をえい
．．

航していることに気

付いていなかったことから、小型船であるＢ船を本件水道内でも左舷

対左舷で通航できると思い、航行を続けていたものと考えられる。 

Ｂ船は、本件水道を北進中、船長Ｂが、かき
．．

筏が潮流で右方に圧流

されて航行中のＢ船を、本件水道を通過するまで他船が待機してくれ

ると思い、本件水道の中央より左寄りで航行を続けていたことから、

えい
．．

航中のかき
．．

筏がＡ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、これまでは他船が、かき
．．

筏をえい
．．

航中のＢ船が本件水道

を通過するまで待機していたことから、本事故時も待機してくれると

思っていたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が本件水道北口に向け南東進中、Ｂ船が本件水道を

北進中、船長Ａが、かき
．．

筏をえい
．．

航しているＢ船に気付かず、小型船

であるＢ船を本件水道内でも左舷対左舷で通航できると思い、航行を

続け、また、船長Ｂが、かき
．．

筏が潮流で右方に圧流されて航行中のＢ

船を、本件水道を通過するまで他船が待機してくれると思い、本件水

道の中央より左寄りで航行を続けたため、Ａ船とえい
．．

航中のかき
．．

筏が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、本件水道を南進するときは、水道内の見通しが十分にき

く北方沖からの針路をとり、同水道内に安全に通過できない船舶

等を認めた場合は、同水道北口沖の広い海域で待機すること。 

・船長は、本件水道を、かき
．．

筏をえい
．．

航して航行する際は、潮流を

考慮して右寄りを航行できる時間帯に航行すること。 

 


